
別紙様式第二号（第22条関係）（平24内府財厚労農水経産令1・全改、令元内府財厚労農水経産令2・令3内府財厚労農水経産令1一部改正）（日本産業規格A4）決定書（金融機関名）公告番号――申請人に係る被害回復分配金の申請について次のとおり決定する。氏名又は名称住所申請人法人等の氏名代表者又は管理人住所氏名又は名称代理人住所決定年月日年月日□申請人は、被害回復分配金の支払を受けることができる者に該当する。申請人に対する犯罪被害額は次のとおりとする。決定結果〔犯罪被害額金円〕□申請人は、被害回復分配金の支払を受けることができる者に該当しない。決定理由（記載上の注意）□印のある欄については、該当の□印の中にレを付けること。  


